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＼沖絽県医師会

「定期健康診断等における血中脂質検査の取扱いにっいて」の

一部改正について

平素より労働行政の運営につきましては、格別のご理解とご恊力を賜り、厚く

御礼申し上げます。

さて、標記につきまして、別添のとおの改正することの通達を発出しておりま

 す。

貴団体におかれましては、会員事業場等に対し、その周知を図っていただきま

すとともに、各事業場において周知されますよう特段のご配慮をお願いいたし

ます。
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都道府県労働局長殿

「定期健康診断等における血中脂質検査の取扱いにっいて」の・一部改正にっいて

労働安全衛生規則(昭和 47年労働省令第噐号)第心条、第"条、第45 条及
び第闘条の2の規定に基づく定期健康診断等の項目のうち、血中脂質検査の取扱
いにっいて、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和訴年法律第80号)に基づく

特定健康診査との整合を図るため、「定期健康診断等における血中脂質検査の取扱

いにっいて」(令和5年3月31日付け基発 0331第伐片)を別紙のとおり改正する

こととしたので、関係者への周知徹底を図るとともに、的確な実施に遺憾なきを期
されたい。

令和 5年7 j1 3 1 f_1

川牛労働省労働基準局長

(公印省略)
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0,定期健喫診断等における血中脂質検査の取扱いについて」(令和5年3月31日

付け基発船31第塁号)新旧対照表

定期健康診断等における血中脂質検査

の取扱いについて

改

今般、令和6年度から第4期特定健康

診在等尖施計画が開始されることを見

据え、「第4期特定健診・特定保健指導

の見直しに関する検討会」において、こ

れまでの取組の実績やその評価等を踏

まえた効率的・効果的な実施方法等や、

科学的な知見を踏まえた特定健診・特定

保健指導に関する技術的な事項につい

ての検討が行われたところである。

本検討会における検討を踏まえ、労働

安令衛生規則(昭和4年労働省令第羽

号)第 43 条、第 44 条、第 45 条及び第

45 条の2の規定に基づく定期健康診断

等の項目のうち、血中脂質検査の取扱い

について、高齡者の医療の確保に関する

゛

法律(昭和郭年法律第80号)に基づく

特定健康診査との整合を図り、下記のと

おりとしたので、関係者への周知1散底を

図るとともに、的確な実施に遺憾なきを

期されたい。

なお、下記については、令和6年4月

1日からの取扱いとすること。

また、本通達をもって、令和6年4月

正

後

定期健康診断等における血中脂質検沓

の取扱いについて

改

今般、令和6年度から第4期11足健康

診査等実施計画が開始されることを見

据え、「第4期特定健診・特定保健指導

の見直しに関する検討会」において、こ

れまでの取組の実績やその評価等を踏

まえた効率的・効果的な実施方法等や、

科学的な知見を踏まえた特定健診・特定

保健指導に関する技術的な事項につい

ての検討が行われたところである。

本検討会における検討を踏まえ、労働

安全衛生規則(昭和47年労働省令第詑

号)第 43 条、第 44 条、第 45 条及び第

妬条の2の規定に基づく定期健康診断

等の項目のうち、血中脂質検査の取扱い

につぃて、高齢者の医療の確保に関する

法律(昭和読午法律第80 号)に基づく

特定健康診査との整合を図り、下記のと

おりとしたので、関係者への周知徹底を

図るとともに、的確な実施に遺憾なきを

期されたい。

なお、下記については、令和6年4月

1日からの取扱いとすること。

また、本通達をもって、「定期健康診

断等における診断項目の取扱い等につ

いて」(平成 29年8月4日付け基発 0804

第4号)の記の2の血中脂質検査の取扱

いを廃止する。

(傍線部分は改正部分)

(別紙)

正 月1」

血中脂質検査は、引き続きLⅢコレス

テロール、 HDL コレステロール、トリグ

リセライドを項目とする。 L肌コレステ

1日から「定期健康診断等における診断

項目の取扱い等について」(平成 29年

8月4日付け基発腿04 第4号)の記の

2の血中脂質検査の取扱いを廃止する。

記

血中脂質検査は、引き続き L肌コレス

テロール、肋L コレステロール、トリグ

リセライドを項目とする。 WL コレステ

記



ロールの評価に当たっては、フリードワ

ルド式によって総コレステロールから

求める方法(ただし、トリグリセライド

1卯昭/d1 以上や食後採lmの場合にば

 N0Π一HN コレステロールにて評価す

る。)、又は、本検査の円滑な実施等のた

め、 LDL コレステロール直接測定法によ

ることも引き続き可能とする。

LⅢコレステロールを、フリードワル

ド式によって総コレステロールから求

める場合には、健康診断個人票の備考欄

に総コレステロール値を分かるように

記城するとともに、トリグリセライド

400昭/d1 以上や食後採血の場合に

N0ルH肌コレステロールにて評価する場

合には、備考欄に Non一朋L コレステロー

ル値を分かるように記載すること。

よって、血中脂質検査においては、H肌

コレステロール及びトリグリセライド

とともに、本人の状況等を産業医等の医

 師が判断して総コレステロール又はι肌

コレステロール(直接測定法)を選択し
、_ノー

た3 データを測定する。この際、備者欄

に、食後からの採血時間を記載するこ

 と。

なお、トリグリセライド(中性脂肪)

の量の検査については、やむを得ず空腹

時以外に採血を行った場合は、随時中性

ロールの諄価に当たっては、フリードフ

ルド式によって総コレステロールか
ら

求めるノj法(ただし、 1、りグリセライド

10omg/d1 以 bや食後採 1Ⅲの場介には

 N0Π一Ⅲルコレステロールにて評佃iす

る。)、父は、本検査の円滑な尖施等のた

め、 WL コレステロール心按測定法によ

 ることも引き絖きΠ1能とする。

L肌コレステロールを、フリードワル

ド式によって総コレステロールから求

める場合には、健康診断個人票の備者棚

に総コレステロール値を分かるように

記械するとともに、トリグリセライド

40omg/d1 以しや食後採心の場合に

N肌一H肌コレステロールにて評価する場

合には、備ぢ欄に Non-HDL コレステロー

ル値を分かるように記載すること。

よって、血中脂質検査においては、H肌

コレステロール及びトリグリセライド

とともに、本人の状況等を産業医等の医

師が判断して総コレステ立ール又はWL

コレステロール(喧接測定法)を選択し

た3 データを測定する。この際、備考欄

に、食後からの採血時問を記載するこ

 と。

なお、トリグリセライド(中性脂肪)

の量の検査については、やむを得ず空腹

時以外に採血を行った場合は、食直後

(食事開始時から 3.5時間米満)を除き

御鯏U

可とする。

脂肪により検査を行うことを可とする。

注)・フリードワルド式によるゆL コ

レステロール

=総コレステロールーHⅢコレ

ステロールートリグリセライド/5

・Non-H呪コレステロール=総コレステ

ロールーHDL コレステロール

注)・フリードワルド式による LN コ

レステロール

=総コレステロールーHDL コレ

ステロールートリグリセライド/5

・Non-HDL コレステロール=総コ

レステロールーHN コレステロール

随時中性脂肪により検査を行うことを


